
令和４年６月７日（火）
令和４年10月11日（火）
令和５年１月24日（火）

令和４年４月５日（火）
令和４年５月10日（火）
令和４年７月５

８

日（火）
令和４年８月９日（火）
令和４年９月６日（火）
令和４年11月 日（火）
令和５年１月10日（火）
令和５年３月７日（火）

令和４年４月12日（火）～令和４年４月14日（木）
令和４年５月17日（火）～令和４年５月19日（木）
令和４年７月12日（火）～令和４年７月14日（木）
令和４年８月16日（火）～令和４年８月18日（木）
令和４年９月13日（火）～令和４年９月15日（木）
令和４年11月15日（火）～令和４年11月17日（木）
令和５年１月17日（火）
令和５年３月14日（火）～令和５年３月16日（木）

令和４年６月14日（火）～令和４年６６月16日（木）
令和４年10月18日（火）～令和４年10月20日（木）
令和５年１月31日（火）

令和２年４ 度版

～令和５年 月２日（木）２

～令和５年１月19日（木）

令和４年９月
令和５年１月
令和５年４月

令和４年７月
令和４年８月
令和４年10月
令和４年11月
令和４年12月
令和５年２月
令和５年４月
令和５年６月





　申込みは，1世帯につき１通に限ります。２通以上申し込まれると，
全ての申込みが無効となります。

４











婚姻の日後3年以内（事実婚
の届出をした日から3年以内，
パートナーシップ宣誓等を
行った日から3年以内）

など

など

パートナーシップ関係にある方
パートナーシップ証明等（パートナーシップ宣誓制
度に基づき発行される受領証，受領カード等）
※　申込住宅が所在する市町の発行したものに限る。

・婚姻の日後3年以内であることが確認できる戸籍謄本
・事実婚の方は事実婚の届出をした日から3年以内で
あることが確認できる書類
・パートナーシップ関係の方はパートナーシップ宣誓等
を行った日から3年以内であることが確認できる書類

　など





（注）

原則として，夫婦（婚約者，内縁関係にある方［住民票・保険証で確認できる方］及びパー
トナーシップ関係にある方を含む。）又は親子を主体とした家族であること。

原則として，夫婦（内縁関係にある方及びパートナーシップ関係にある方を含む。）
を分離しての申込みはできません。

次の①～⑥



　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域等，政令附則第７
項に規定する地域内（呉市，竹原市，三原市，尾道市（旧因島市），府中市，三次市，庄原
市，大竹市，東広島市，廿日市市）の公営住宅は，次の表の事項にあてはまらない方でも
単身で申し込むことができます。

原則として，次の方は申込みすることはできません。
ア　持ち家のある方（同居しようとする親族に持ち家がある方がいる場合も含む。）。
　　ただし，持ち家を売却予定，競売予定若しくは除去予定の場合，又は土砂災害特別警
戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は，申込みできる場合がありますので，
ご相談下さい。

イ　公営住宅（県市町村営住宅）等の使用名義人。
　　特別な事情がある場合は，各受付機関にご相談ください。

第２ ６

　単身で申込みができる方は，前ページの⑴一般世帯の資格の②を除いた各項にあてはまる方
で，戸籍上配偶者がいない方（DV 被害者を除く）です。さらに，次のいずれかの事項にあては
まることが必要です。ただし，










